
＜参画と協働により推進する新兵庫県環境基本計画＞

【背景】 【計画の目標－第３部】

【時代の潮流】
"共生と循環の環境適合型社会"の実現

○社会の成熟化
○少子高齢化と人口減少の進行 【環境の姿】 【社会の姿】 【人々の姿】
○情報化・ＩＴ(情報通信技術)革命の進展
○グローバル化の進展 ○心地よい陽の光・大気・水・土に包まれた ○地域間のみならず世代間の公平が確保され ○共生と循環を基調とした暮らしを営む人々

健やかな環境 ている社会 ○より良い環境づくりに責任を持って取り組
【 んでいる人々環境に関する国内外情勢】 ○多様な生き物が共生する豊かな自然環境 ○環境の保全と創造のしくみが盛り込まれた

○個性的な文化や景観に包まれた居住環境 経済社会 ○健康で文化的な生活を営んでいる人々
○都市・生活型公害への変化 ○環境に負荷を与えない知恵や手立てを定着
○地球環境問題の深刻化 ・発展・伝承する社会
○循環型社会への移行
○環境リスクの顕在化
○生物多様性の危機
○環境効率性の重視等 【とりくみ・施策ー第５、６部】
○持続可能社会の形成に向けたとりくみの活発化

【基本戦略推進のためのとりくみ・施策】

１ 環境学習・教育の展開
○様々な場における学習システムの構築
○実践に向けての学習・教育活動の展開

【現状と 課題】 【目標達成への基本戦略ー第４部】
２ 環境に配慮した経済活動の推進

○「環境の保全と創造」の意識を持った生産・消費活動の展開
１ 生活活動や経済活動が環境に大き １ 「ひょうごエコ・ライフスタイル」の創造 ○エコビジネス(環境産業)の育成

な負荷を与えるものとなっている 県民 事業者 行政が一体となって ５Ｒ生活など環境にやさしい ひ（ 、 、 、 「 ○経済的手法の開発と導入
ょうごエコ・ライフスタイル」づくりに取り組む）

２ 環境の保全と創造と健全な経済活 ３ ネットワークと協働によるとりくみの推進
動が併せて実現できるしくみが必要 ２ 環境のとりくみが盛り込まれた社会経済システムの構築 ○自発的とりくみの推進
です （ 環境に良いことをしても損をしない」さらに「環境に良いことをし「 ○相互理解を基盤とした協力・連携活動の推進

たら儲かる」産業活動システムをつくる） ○参画と協働を推進する機能の育成
３ 様々な分野やレベルで、より多く ○環境情報の収集・提供・公開・共有の促進

の活動主体が求められています ３ 担い手の育成とパートナーシップの形成 ○新環境保全協定の推進
（県民、事業者、行政が、環境問題について認識を深め、共有し、環境

４ すべての活動主体の参画と協働を づくりの担い手として役割を果たすとともに、環境コミュニケーショ ４ 優れた環境を公平に享受できるしくみづくり
より強化することが必要です ンを構築し、各主体間のパートナーシップを育成する） ○広域ネットワーク形成の促進

○国際的な協力・支援の積極的展開
５ 環境面における２０世紀の負の遺 ４ 地域間、世代間の公平性の確保 ○グリーンエネルギーの積極的導入

産が多く残っています （地域間、世代間において、優れた環境の恵みを公平に享受できるしく ○環境影響評価制度の適切な運用と新たな展開
みをつくる）

【環境保全創造のためのとりくみ・施策】

６ 自動車や生活排水などによる様々 １ 地域環境への負荷の低減
な都市・生活型公害が生じています (1) 大気環境の保全

(2) 水・土壌環境の保全
７ 里山やため池など豊かで多様な自 (3) 環境汚染物質対策の推進

然環境が失われつつあります (4) 資源循環システムの構築

８ 地球環境問題には県民一人ひとり ２ 自然環境の保全と美しい環境の創造（ひょうごの森・川・海再生プランの推進）
の行動が深く関わっています (1) 自然環境の保全

○多様な生き物と共生する自然豊かな環境の創造
○人と自然とのふれあいの機会と場の拡充

(2) 美しい環境の創造
○優れた環境資産の保全と継承
○さわやかな緑の創造の推進

【計画の実効ある推進ー第７部】 ○健全な水循環の確保
○優れた景観の保全と創造

【環境に関するとりくみ・施策の総合的推進】 【分野別・地域別行動計画の策定・推進、 ○環境に配慮した地域づくり
行政活動のグリーン化の推進等】

○県民、事業者、民間団体等と一緒になった計画推進 ３ 地球環境問題への対応
○県の環境施策の総合的かつ戦略的推進 ○分野別計画の推進 (1) 地球温暖化防止対策の促進
・環境適合型社会形成推進会議 ○地域別行動計画の策定・推進 (2) オゾン層保護対策の推進
・環境創生５％システム ○阪神・淡路大震災からの復興にあたっての環境配慮 (3) 酸性雨、酸性霧対策や熱帯雨林の保全等の地球環境問題へのとりくみ

○計画の確実なフォローアップ ○行政活動のグリーン化の推進
○先導的事業の実施と成果の活用

【各活動主体の役割】

○県民 ○事業者 ○民間団体 ○県・市町


